
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
二
号 

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削
減
計
画
を
定
め
た

の
で
、
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削
減
計
画
（
埼
玉
県
） 

 

こ
の
総
量
削
減
計
画
は
、
東
京
湾
の
水
質
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八

号
）
別
表
第
二
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
区
域
（
以
下
「
指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和

四
年
一
月
二
十
四
日
付
け
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
削

減
基
本
方
針
（
東
京
湾
）
に
定
め
ら
れ
た
削
減
目
標
量
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
。 

一 

発
生
源
別
の
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
目
標
量 

右
記
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
を
目
標
年
度
と
す
る
発
生
源
別
の
汚
濁
負
荷
量

の
削
減
目
標
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈠ 

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て 

 
 

表
一 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量
（
ト
ン
／
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

㈡ 

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て 

 
 

表
二 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量
（
ト
ン
／
日
） 

       

㈢ 

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て 

（
参
考
）
令
和
元
年
度
に
お
け
る
量 

削
減
目
標
量 

 

四
二 

三
九 

生
活
排
水 

一
一 

一
一 

産
業
排
水 

五 五 

そ

の

他 
五
八 

五
五 

総

量 

 

（
参
考
）
令
和
元
年
度
に
お
け
る
量 

削
減
目
標
量 

 

三
十
三 

三
一 

生
活

排
水 

四 五 

産
業
排
水 

一
一 

一
一 

そ

の

他 

四
八 

四
七 

総

量 

 



 
 

表
三 

発
生
源
別
の
削
減
目
標
量
（
ト
ン
／
日
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

（
注
）
生
活
排
水
と
は
、
炊
事
、
洗
濯
、
入
浴
等
人
の
生
活
に
伴
い
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る 

 
 

も
の
（
下
水
道
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。 

産
業
排
水
と
は
、
物
品
の
製
造
、
加
工
等
に
係
る
工
場
や
事
業
場
か
ら
の
排
出
水
で
あ
っ

て
、
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
も
の
（
下
水
道
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）

を
い
う
。 

そ
の
他
と
は
、
生
活
排
水
及
び
産
業
排
水
以
外
の
土
地
や
家
畜
等
に
由
来
す
る
も
の
を
い

う
。 

二 

削
減
目
標
量
の
達
成
の
方
途 

 

㈠ 

生
活
排
水
対
策 

東
京
湾
の
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
た
め
に
は
、
汚
濁
負
荷
量
の
全
体
に
占
め
る
割
合

が
大
き
い
生
活
排
水
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
た
め
、
埼
玉
県
生
活
排
水
処
理
施
設
整
備
構
想
等
に
基
づ
き
、
市
町
村
等
と
協
力
し

な
が
ら
下
水
道
、
浄
化
槽
、
農
業
集
落
排
水
施
設
等
の
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
を
促
進

す
る
。
ま
た
、
排
水
処
理
の
高
度
化
及
び
処
理
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
等
の
生
活

排
水
対
策
を
推
進
す
る
。
加
え
て
再
生
水
の
利
用
を
推
進
す
る
。 

な
お
、
指
定
地
域
に
お
け
る
行
政
人
口
及
び
削
減
目
標
量
達
成
の
た
め
に
想
定
さ
れ
る
処

理
人
口
は
、
表
四
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

表
四 

削
減
目
標
量
達
成
の
た
め
に
想
定
さ
れ
る
処
理
人
口
等 

       
 

ア 

下
水
道
の
整
備
等 

下
水
道
事
業
は
、
流
域
下
水
道
及
び
市
町
村
等
の
単
独
公
共
下
水
道
に
よ
っ
て
進
め
ら

れ
て
い
る
。 

（
参
考
）
令
和
元
年
度
に
お
け
る
量 

削
減
目
標
量 

 

二
・
五 

二
・
四 

生
活
排
水 

〇
・
四 

〇
・
五 

産
業
排
水 

〇
・
四 

〇
・
三 

そ

の

他 

三
・
三 

三
・
二 

総

量 

 

指
定
地
域
に
お
け
る
処
理
人
口
（
千
人
） 

指
定
地
域
に
お
け
る
行
政
人
口
（
千
人
） 

年
度 

六
、
五
七
〇 

七
、
〇
六
五 

六 

 



流
域
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
末
時
点
で
、
指
定
地
域
内
に
お
い
て
七
流
域

下
水
道
で
供
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
単
独
公
共
下
水
道
に
つ
い
て
も
、
令
和
元
年
度
末
時

点
で
十
五
市
町
に
お
い
て
供
用
し
て
い
る
。 

引
き
続
き
、
荒
川
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
及
び
中
川
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合

計
画
を
踏
ま
え
、
下
水
道
の
整
備
を
進
め
る
。 

下
水
道
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
等
に
よ
り
排
水
水
質
の

安
定
及
び
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
窒
素
及
び
り
ん
の
除
去
を
目
的
と
し
た

高
度
処
理
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
末
時
点
で
、
流
域
下
水
道
の
八
終
末
処
理
場
全
て

で
導
入
さ
れ
て
い
る
。
運
転
管
理
の
工
夫
に
よ
り
窒
素
又
は
り
ん
を
削
減
す
る
処
理
（
段

階
的
高
度
処
理
）
を
導
入
し
て
い
る
流
域
下
水
道
の
終
末
処
理
場
に
つ
い
て
は
、
施
設
更

新
に
併
せ
て
施
設
の
高
度
処
理
化
を
進
め
る
。 

 
 

イ 

浄
化
槽
の
整
備
等 

既
設
の
単
独
処
理
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業
及
び
公
共
浄
化
槽
等

整
備
推
進
事
業
の
活
用
等
に
よ
り
、
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
。 

ま
た
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
及
び
浄
化
槽
法
（
昭
和
五

十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
適
正
な
設
置
並
び
に
定
期

検
査
、
保
守
点
検
及
び
清
掃
の
徹
底
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上

に
努
め
る
。 

 
 

ウ 

農
業
集
落
排
水
施
設
の
維
持
管
理
等 

農
業
集
落
排
水
施
設
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
末
時
点
で
、
指
定
地
域
内
に
お
い
て

二
十
二
市
町
百
十
地
区
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
処
理
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
等

に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上
に
努
め
る
。 

 
 

エ 

そ
の
他
施
設
の
維
持
管
理
等 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
度
末
時
点
で
、
指
定
地
域
内
に

お
い
て
一
市
一
施
設
が
あ
り
、
処
理
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
に
よ
り
、
排
水
水

質
の
安
定
及
び
向
上
に
努
め
る
。 

し
尿
処
理
施
設
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
く
整
備
を
進

め
、
令
和
元
年
度
末
時
点
で
、
指
定
地
域
内
に
お
い
て
十
七
市
町
及
び
十
二
の
一
部
事
務

組
合
で
三
十
四
施
設
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
二
十
四
施
設
で
高
度
処
理
が
導
入

さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
処
理
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理
の
徹
底
に
よ
り
、
排
水
水
質
の
安
定
及
び
向
上

に
努
め
る
。 

 
 

オ 

一
般
家
庭
に
お
け
る
生
活
排
水
対
策 

一
般
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
よ
る
汚
濁
負
荷
量
を
削
減
す
る
た
め
、
市
町
村
と
協
力



し
、
家
庭
に
お
い
て
で
き
る
生
活
排
水
対
策
に
つ
い
て
の
普
及
及
び
啓
発
を
行
う
と
と
も

に
、
生
活
排
水
対
策
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
、
総
合
的
に

生
活
排
水
対
策
を
推
進
す
る
。 

ま
た
、
下
水
道
整
備
地
域
に
お
い
て
も
、
家
庭
に
お
い
て
で
き
る
生
活
排
水
対
策
の
普

及
及
び
啓
発
を
行
い
、
下
水
道
終
末
処
理
場
に
流
入
す
る
汚
濁
負
荷
量
の
低
減
に
努
め
る
。 

 
 

 

産
業
排
水
対
策 

 
 

ア 

総
量
規
制
基
準
が
適
用
さ
れ
る
事
業
場
等
に
対
す
る
対
策 

指
定
地
域
内
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
使
用
原
材
料
、
処
理
工
程
、
排
水
処
理
方
式
、
排

水
水
質
の
実
態
、
排
水
処
理
の
技
術
水
準
等
を
考
慮
し
て
、
業
種
等
の
区
分
ご
と
に
総
量

規
制
基
準
を
定
め
、
立
入
検
査
等
を
行
い
、
総
量
規
制
基
準
の
遵
守
を
徹
底
す
る
こ
と
に

よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
。 

総
量
規
制
基
準
の
算
定
に
係
る
濃
度
に
つ
い
て
は
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
の

総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
（
平
成
十
八
年

環
境
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
、
窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種

そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
五
号
）

及
び
り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区

分
ご
と
の
範
囲
（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
百
三
十
六
号
）
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
し
、

一
部
の
業
種
等
に
つ
い
て
は
、
排
水
量
等
に
よ
り
区
分
し
、
業
種
等
の
実
態
を
考
慮
し
て

適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

イ 

総
量
規
制
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
事
業
場
等
に
対
す
る
対
策 

総
量
規
制
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
工
場
・
事
業
場
の
う
ち
、
水
質
汚
濁
防
止
法
第
三
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

六
十
一
号
）
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
七
号
）

及
び
さ
い
た
ま
市
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
さ
い
た
ま
市
条
例
第

四
十
六
号
）
に
基
づ
く
排
水
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
立
入
検
査

等
を
行
い
、
排
水
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
徹
底
の
指
導
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁

負
荷
量
の
削
減
を
図
る
。 

そ
の
他
の
事
業
場
等
に
つ
い
て
は
、
小
規
模
事
業
場
排
水
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
十

三
年
三
月
環
境
省
環
境
管
理
局
）
等
に
基
づ
き
、
排
出
水
の
特
性
等
に
関
し
、
そ
の
実
態

把
握
に
努
め
、
適
正
な
排
水
処
理
そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

と
る
よ
う
指
導
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
。 

 
 

ウ 

事
業
者
に
対
す
る
周
知
等 

事
業
者
に
対
し
て
は
、
研
修
会
等
を
通
じ
て
本
計
画
の
趣
旨
及
び
内
容
の
周
知
に
努
め
、

総
量
規
制
基
準
の
遵
守
は
も
と
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
の
た
め
の
一
層
の
理
解
と
協

(二) 



力
を
要
請
す
る
。 

 

㈢ 

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
に
係
る
対
策 

そ
の
他
の
汚
濁
発
生
源
に
つ
い
て
は
、
発
生
源
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
地
域
に
お
け

る
発
生
特
性
を
踏
ま
え
、
き
め
細
か
な
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
汚
濁
負
荷
の
実
態
に
応

じ
た
削
減
努
力
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
図
る
。 

 
 

ア 

農
地
か
ら
の
負
荷
削
減
対
策 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号
）
等
に
基
づ
き
、
施
肥
量
の
適
正

化
等
に
よ
る
環
境
負
荷
の
軽
減
等
に
配
慮
し
た
環
境
保
全
型
農
業
を
一
層
推
進
す
る
。 

 
 

イ 

畜
産
排
水
対
策 

畜
産
排
水
に
つ
い
て
は
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
等
に
基
づ
き
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
適
正
管
理

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
堆
肥
の
高
品
質
化
や
そ
の
広
域
流
通
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を

推
進
す
る
。 

 
 

ウ 

養
殖
漁
場
の
改
善 

養
殖
漁
場
の
環
境
改
善
を
図
る
た
め
、
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
五
十
一
号
）
等
に
基
づ
き
、
給
餌
量
の
低
減
、
汚
濁
負
荷
の
少
な
い
飼
餌
料
の
使
用
の

促
進
等
に
よ
り
、
養
殖
漁
場
の
環
境
管
理
の
適
正
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
。 

 

㈣ 

教
育
、
啓
発
等 

 
 

ア 

広
報
活
動 

汚
濁
負
荷
量
の
削
減
を
進
め
る
た
め
に
は
、
関
係
市
町
村
は
も
と
よ
り
、
県
民
及
び
事

業
者
の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
県
民
及
び
事
業
者
に
対
し
て
自
治
体

の
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
、
本
計
画
の
趣
旨
及
び
内
容
の
周
知
に
努
め
る
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
普
及
及
び
啓
発
等
を
よ
り
効
果
的
に
進
め
る
た
め
、
東
京
湾
再
生
推

進
会
議
及
び
九
都
県
市
首
脳
会
議
環
境
問
題
対
策
委
員
会
に
お
け
る
各
種
取
組
に
よ
り
、

東
京
湾
流
域
の
自
治
体
及
び
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
図
る
。 

 
 

イ 

環
境
学
習
の
推
進 

県
民
に
よ
る
自
主
的
な
環
境
学
習
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
学
習
の
機
会
、
教
材
等

を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
環
境
保
全
意
識
の
高
揚
を
図
る
。 

児
童
及
び
生
徒
に
対
し
て
は
、
学
校
教
育
の
中
で
水
環
境
保
全
に
対
す
る
正
し
い
知
識

が
得
ら
れ
る
よ
う
、
水
環
境
保
全
意
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
努
め
る
。 

三 

そ
の
他
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
の
削
減
に
関
し
必
要
な
事
項 

 

㈠ 

河
川
環
境
の
改
善 



底
質
汚
泥
に
よ
る
河
川
の
水
環
境
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
し
ゅ
ん
せ

つ
を
行
う
。 

 
㈡ 

監
視
体
制
の
整
備 

公
共
用
水
域
の
水
質
汚
濁
の
状
況
及
び
汚
濁
負
荷
量
の
削
減
状
況
を
正
確
に
把
握
し
、
有

効
か
つ
適
切
な
対
策
を
講
ず
る
た
め
、
公
共
用
水
域
の
水
質
及
び
流
量
を
監
視
す
る
。
ま
た
、

指
定
地
域
内
事
業
場
に
対
す
る
立
入
検
査
等
の
実
施
そ
の
他
の
発
生
源
に
対
す
る
指
導
等
に

よ
り
、
汚
濁
発
生
源
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
濁
負
荷
量
を
把
握
す
る
。 

 

㈢ 

調
査
研
究
の
推
進 

本
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
水
環
境
の
保
全
に
関
す
る
調
査
研
究
を
引
き
続
き
実

施
し
、
水
質
改
善
の
た
め
の
技
術
開
発
及
び
普
及
に
努
め
る
。 

 

㈣ 

中
小
企
業
へ
の
支
援 

中
小
企
業
の
排
水
処
理
施
設
の
設
置
、
改
善
等
に
対
す
る
財
政
的
支
援
及
び
技
術
指
導
に

努
め
、
排
水
処
理
施
設
の
整
備
等
を
促
進
す
る
。 


